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気 象 庁 

 

外国法人等が予報業務を行う場合における気象業務法の適用に関する考え方 

 

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律（令和７年法律第 86 号）の施行により、

外国法人等による予報業務1に関する規制が明確化されることとなる。 

このことを踏まえ、外国法人等が予報業務を行う場合における気象業務法（昭和 27 年

法律第 165 号）の適用に関する考え方を下記のとおり示す。 

 

記 

 

１ 外国法人等が行う予報業務に対して気象業務法が適用される場合 

外国法人等が、国内において又は国外から日本国内に所在する者に対する予報業務を

行う場合、気象業務法が適用される。 

「国外から日本国内に所在する者に対する予報業務を行う」とは、国外から日本国内

に所在する者に対する提供の意図を有していることが明らかな予報業務を行うことを

指す。具体的には、以下に示す特徴を踏まえ当該意図の有無を総合的に判断する。 

 

（１）外国法人等が行う予報業務が、以下に例示する外形的特徴のいずれかを有する場

合 

 例１ 当該予報業務が日本語で提供されている。 

 例２ 当該予報業務に関する決済における決済通貨に日本円がある。 

 例３ 当該予報業務において、主として日本国内向けに提供されている商品、サービ

ス等に関する広告が掲出されている。 

 例４ 当該予報業務において、任意の場所の予報が国内の地域区分に基づく表現によ

り提供されている。 

 例５ 当該予報業務において、あわせて気象庁の特別警報、警報、注意報が提供され

ている。 

 

（２）外国法人等が行う予報業務に関して、以下に例示する国内利用者に向けた利用促

進行為を行っている場合 

 例１ 国内におけるインターネット上のメディア・テレビ・新聞・雑誌その他のメデ

ィアへの掲載、広告物（チラシ、パンフレット等）の国内での配布の行為。 

 例２ 国内に流通するスマートフォン、タブレット、PC その他の電子機器に予報の提

供機能等を標準搭載させる行為。 

 例３ スマートフォンアプリを、日本を対象としたアプリストアを通じて提供させる

行為。 

 
1 予報とは、気象業務法において「観測の成果に基づく現象の予想の発表」と定義されている。予報業務とは、予

報を定時的または非定時的に反復・継続して行う行為を指す。 



 

２ 予報業務の許可の申請 

・外国法人等が、１で述べた予報業務を行おうとする場合は、気象業務法の規定に基づ

き、許可の申請（第１７条、第１７条の２）が必要である。 

・許可の申請及び許可を受けた後の具体的な手続きについては、「予報業務許可等の申

請の手引き」を参照のこと。 

 

３ 国内代表者等の指定 

・外国法人等は、予報業務の許可の申請を行う際に、国内における代表者又は国内にお

ける代理人（以下「国内代表者等」という。）を定めて気象庁長官に提出しなければな

らない。また、外国法人等が国内代表者等を変更する場合には、新たな国内代表者等

について気象庁長官に変更の届出をしなければならない。 

・国内代表者等は、気象業務法に基づき気象庁長官が行う行政処分に係る通知及び気象

業務法施行規則第５３条に基づく気象庁長官からの通知を、外国法人等を代理して受

領する権限を有しなければならない。 

・国内代表者等は、気象業務法の規律に関連して気象庁と外国法人等の間で行われる各

種連絡について、気象庁と外国法人等との間におけるコンタクトポイントとなること

が期待される。 

・以上を踏まえ、日本に住所を有すること、日本語による会話能力を有すること、気象

庁との連絡体制を構築できることが必要となる。 

 

４ 適用される気象業務法の具体的な規律 

・外国法人等に適用される気象業務法の具体的な規律については、上記３の国内代表者

等の指定を除き、原則として予報業務を行う国内法人等と同一である。適用される主

な規律は、次のとおりである。具体的な手続き方法等については、「予報業務許可等

の申請の手引き」を参照のこと。 

－ 予報業務の許可及びその申請（第１７条、第１７条の２） 

－ 許可の基準（第１８条） 

－ 変更認可等（第１９条） 

－ 気象予報士の設置（第１９条の２） 

－ 特定予報業務をその範囲に含む予報業務の許可を受けた者の説明義務（第１９条の

３） 

－ 警報事項の伝達（第２０条） 

－ 業務の改善命令（第２０条の２） 

具体的な基準については、「予報業務の許可を受けている者に対する不利益処分の処

分基準」を参照のこと。 

－ 許可の取消し等（第２１条） 

具体的な基準については、「予報業務の許可を受けている者に対する不利益処分の処

分基準」を参照のこと。 

－ 予報業務の休廃止（第２２条） 

－ 許可等の条件（第４０条の２） 



 

－ 報告及び検査（第４１条） 

－ 法令等違反行為を行った者の氏名等の公表（第４２条の２） 

具体的な基準については、「予報業務の許可等に関する気象業務法第４２条の２の規

定による氏名等の公表基準」を参照のこと。 

 


